
障害者に初めてテレワークを導
入する企業等を対象にして、テ
レワーク導入前から導入後の運
用・定着まで支援します。

2.テレワーク導入コース
初めて障害者雇用を検討する中
小企業等を対象に、雇用前から雇
用後の職場定着まで支援します。

1.障害者雇用コース

次の要件を満たす東京都内に本社又は主たる事業所がある中小企業等
労働者数300人以下。但し特例子会社を除く

この他にも要件があります。詳しくはお問合せください

障害者雇用でお悩みではないですか？
障害者雇用を検討する中小企業の皆さまはぜひご活用ください

▢ 現在、テレワークを導入していない
〇 雇用している障害者にテレワークを導入したい
〇 テレワークをする障害者を新たに雇用したい

2.テレワーク導入コース

▢ 現在、障害者を雇用していない
▢ 身体障害者、知的障害者は雇用しているが、
　 新たに精神障害者を雇用したい

1.障害者雇用コース

◆障害者を雇用しようと思うけれど、どこから手を付ければ良いの？

◆働きたい障害者とは、どこで出会うの？

◆選考基準や雇用条件はどう定めるのだろう…

◆どのような対応や配慮をすれば良いの？

利用無料

支援対象の要件

「支援相談」申込みフォーム
説明会やセミナーなどのイベントも随時開催しています！

申込みの前に、相談
も可能です

このような「分からない」を解決します

専任のナビゲーターがコースに応じて徹底サポート！！
障害者雇用ナビゲート事業は、2つのコースで障害者雇用を支援します

「支援相談」申込みフォーム



雇用促進係 
【電話】 03-5211-2318    【email】 s_navigator@shigotozaidan.or.jp
【URL】 https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/company/grant_business.html

在職者の
場合は、

ステージ3へ

雇用前準備へのサポート
社内研修の提供や窓口・助成金等の情報提供、

職務切出しのアドバイス、「職場体験実習」の実施支援
※テレワーク導入に関するアドバイスを含む

採用活動へのサポート
求人募集の方法と採用活動上の
ポイントの提案・サポート

※ナビゲーターは採用選考（評価）には関わりません。

採用活動へのサポート
求人募集の方法と採用活動上の
ポイントの提案・サポート

※ナビゲーターは採用選考（評価）には
関わりません。

職場定着に向けたサポート
仕事の教え方、指示のアドバイスや職場環境
（テレワーク環境を含む）の調整支援

テレワークの運用・定着のサポート
テレワークを活用した業務の進め方のアドバイス、

体調・健康管理体制の整備、
支援機関等との連携の支援

長期的な雇用管理へのサポート
職場を定期的訪問による
個別面談の立ち合いや

支援機関等との連絡調整等の支援

障害者雇用ナビゲート事業のながれ

支援終了　企業等の自立した雇用管理へ

インテーク
お問い合せ後、ナビゲーターが訪問して、事業の詳細なご案内と現況のヒアリングを実施の上、「支援計画」を策定

テレワーク導入コース

テレワーク導入のサポート
テレワーク導入に向けた雇用管理制度や
テレワーク環境の整備の支援・提案

公益財団法人 東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課

令和８年4月発行

個人情報の取り扱いについて

障害者雇用コース

お問い合わせ

公益財団法人東京しごと財団では、「個人情報の保護に関する法律」（平成1５年法律第５７号）、個人情報保護委員会が定める各種ガイドライン及び関係諸法令等の遵守徹
底を図るとともに、個人情報を適切かつ安全に取り扱うため、個人情報保護基本方針を制定しています。個人情報の取扱いの詳細はホームページ
（https://www.shigotozaidan.or.jp/privacy/index.html）または、窓口でご確認ください。

テレワーク勤務の利点を活かした障害者の雇用について、
一定期間（6か月）継続した場合に奨励金を支給します。

テレワークの活用においては、導入のコンサルティングから運用・定着までを一体的に支援します。
奨励金（支給要件あり）　100万円


